
【高齢者はり、きゅう、マッサージ等施設利用券について】 

 利用者から回収し、下図のとおり必要事項①②を記載の上、請求書に添付して

ください。 

「添付した利用券の枚数×1,000 円」が請求額となります。 

 

 

≪表面≫ 

 

 

 

 

 

 

 

成田市花崎町７６０番地 

成田 太郎 

令和〇〇 〇 〇 

指定書(請求書)記載の開設者と同一。ゴム印可 

①  

② 



≪裏面(参考)≫ 

 利用者に対する注意事項を記載しています。 

 
 


